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新株予約権の消滅及び特別利益の発生に関するお知らせ 

 

当社は、平成21年５月14日付開示資料「ストックオプション（新株予約権）の失効手続きに関するお

知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、平成16年６月以降に発行した当社の従業員に対する新株予約

権のうち、消滅する新株予約権の個数が確定いたしました。また、これにともない特別利益が発生いたし

ましたので、その内容につきましてお知らせいたします。 

 

記 

 

１．消滅する新株予約権の個数 

消滅する新株予約権の個数につきましては、未行使新株予約権者からの放棄同意書に基づき、本日

確定いたしました。 

 

回号 消滅する新株予約権の個数 

第５回新株予約権 185個 

第６回新株予約権 42個 

第７回新株予約権 64個 

第８回新株予約権 50個 

第10回新株予約権 31個 

第11回新株予約権 114個 

総数 486個 

 

２．特別利益の発生について  

(1) 新株予約権の消滅確定日 
当社では、平成21年５月14日開催の取締役会において、新株予約権の失効手続きに関する方針に

ついて決定しております。 

新株予約権消滅の効力発生日につきましては、平成21年６月23日開催の第15期定時株主総会にお

いて、議案「ストックオプションとして新株予約権を発行する件」が承認可決され、同日以後開催さ

れる取締役会において、新たな新株予約権の発行決議が承認可決された日としております。 

したがって、１．に記載の新株予約権の消滅日は、新たな新株予約権（第14回及び第15回新株予

約権）の発行決議日である平成21年７月１日としております。新株予約権の発行の詳細につきまして

は、本日、別途開示しております「従業員に対するストックオプション（新株予約権）の発行に関す

るお知らせ」をご覧ください。 

 



(2) 特別利益の内容 
会社法施行後に発行された費用計上をともなう第７回から第 11 回新株予約権については、平成 22

年３月期の連結決算及び個別決算において、特別利益（新株予約権戻入益）９百万円を計上すること

となりました。 

 

３．業績に与える影響について  

平成22年３月期の連結業績予想及び個別業績予想に与える影響は軽微であります。 

 

 

 

以 上 

 


